
 
 

 

 
 
 
 
　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 

日時　 令和７年１月31 日（金） 

会場　広島県庁本館６階　講堂 
（ 広 島 市 中 区 基 町 1 0 － 5 2 ）

第１部　１３：３５～１４：４５　 

「社会的排除の先が刑務所という現実」

山本 譲司 氏
やまもと じょうじ

自身が秘書給与流用事件で服役し、障害のある受刑者たちの世話係を務めた

経験を基に『獄窓記』を執筆し、刑務所に介護を必要とする高齢者や多くの障

害者が収容されており、福祉的支援が受けられないことで犯罪に至っている

者が少なくないという問題を提起しました。 

山本さんのお話を基に、地方公共団体が再犯防止施策に取り組むべき理由は

何か、今後どのようなことに取り組むべきかといったことについて考えます。 

著書「続獄窓記」「累犯障害者」「刑務所しか居場所がない人たち」他。

第２部　１５：１０～１５：５０ 

「再犯防止と重層的支援」

高橋 健二 氏
たかはし け ん じ

尼崎市では重層的支援体制整備事業事業（※）の枠組みを活用し、保護観察

所や矯正施設を始めとした刑事司法関係機関と連携することで、罪を犯した

人のうち、複合的な福祉的課題を抱えた人に対する支援を実施しています。 

尼崎市の取組を参考に、地方公共団体が再犯防止施策として行うべき具体的

な取組について考えます。 

※重層的支援体制整備事業：関係機関が分野横断的な連携をすることで、複雑・複合

化した課題を抱えた方のニーズに応じた支援を提供する事業

作家・社会福祉家

尼崎市福祉局福祉部重層的支援推進担当課長 

お問い合わせ先

※裏面に参加申込書があります

広島県環境県民局県民活動課　☎ ０８２－５１３－２７４４

講師

講師

参加 

無料

オンライン有



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆　参加形態（会場・オンライン）が異なる場合は、別々にお申し込みください。 

◆　申し込みされた情報は、本研修の参加受付・緊急時の連絡以外の目的には使用しません。 

◆　会場参加希望の場合、無料での駐車場の利用は 60分までとなっており、それ以降は 30分ごとに 220円かか

ります。混雑も予想されますので、可能な限り公共交通機関での来庁をご検討ください 

◆　オンライン参加希望の方には、申込書に記入いただいたメールアドレスに、招待メールをお送りします。

 

【申込方法】

QRコードで申込

 

メールで申込

本文に、①氏名、②所属部署、③電話番号、④役職、

⑤メールアドレス、⑥参加希望（会場・オンライン）、

を記入して送信してください。 

※メールの件名を「研修申込」としてください。
 

FAXまたは郵便で申込
この申込書に必要事項を記入し、申込先にFAXまた

は郵送してください。

 
【申込期限】 令和７年１月１７（金）必着

 

【申込先】  

【問い合わせ先】

広島県環境県民局県民活動課　くらし安心推進グループ 

  　住　所　〒730-8511　広島市中区基町10番52号 

 　 電　話　０８２－５１３－２７４４、  ＦＡＸ　０８２－２２７－２５４９ 

メールアドレス  kankatsudo@pref.hiroshima.lg.jp

 
参加希望 

※定員120名程度

□　会場での参加

 □　オンライン（Zoom）での参加

 
所属部署 電話番号  

 
氏　　名 役　　職 メールアドレス

  
＠

  
＠

  
＠

「広島県再犯防止推進研修会」参加申込書

右のQRコードからお申し込み 

ください。


